
新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

【別紙５－３】 

改正後 改正前 

関税修正申告書（内国消費税等修正申告書兼用）(Ｃ－1020) 

１．関税修正申告書記載要領の共通事項 
（省略） 

２．関税修正申告書の記載要領 
「申告番号」の欄には、修正申告書の受理一連番号（暦年）を記載する。 
「申告者」欄の「住所」及び「氏名（名称及び代表者の氏名）」の項に

は、修正申告に係る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）
の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）を記載する。 
（省略） 
「通関士記名」欄には、「通関士○○○○」と記名する（ゴム印でもよ

い。）。 

関税更正請求書（内国消費税等更正請求書兼用）(Ｃ－1030) 

１．関税更正請求書記載事項の共通事項 
 （省略） 
２．関税更正請求書の記載要領 
「請求番号」欄には、更正請求書の受理一連番号（暦年）を記載する。 
「請求者」の「住所」及び「氏名（名称及び代表者の氏名）」の欄には、
更正の請求に係る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）
の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）を記載する。 
（省略） 

「通関士記名」欄には、「通関士○○○○」と記名する（ゴム印でもよい。
）。 

展示等申告書（運送申告書）（Ｃ－3340） 

＜一般的事項＞ 
（省略） 

＜申告書上段の記載事項＞ 
⑴ （省略）
⑵ 上部の○印内にＡ（原本）、Ｂ（管理者用）、Ｃ（展示等承認書用）、Ｄ
（運送承認用）及びＥ（発送地税関用）の区分によるＡからＥまでの記
号を記載する。
 「使用区分」欄には、申告物品の会場内における使用目的に応じ、該
当する項の番号を（ ）で囲む。この使用区分と関税法基本通達 62の２

関税修正申告書（内国消費税等修正申告書兼用）(Ｃ－1020) 

１．関税修正申告書記載要領の共通事項 
（同左） 

２．関税修正申告書の記載要領 
「申告番号」の欄には、修正申告書の受理一連番号（暦年）を記載する。 
「申告者」欄の「住所」及び「氏名（名称及び代表者の氏名）」の項に

は、修正申告に係る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）
の住所及び氏名又は名称を記載する。 

（同左） 
「通関士記名・押印」欄には、「通関士○○○○」の記名（ゴム印でもよ

い。） のほか、 税関に登録済の印鑑を押なつする。 

関税更正請求書（内国消費税等更正請求書兼用）(Ｃ－1030) 

１．関税更正請求書記載事項の共通事項 
 （同左） 
２．関税更正請求書の記載要領 
「請求番号」欄には、更正請求書の受理一連番号（暦年）を記載する。 
「請求者」の「住所」及び「氏名（名称及び代表者の氏名）」の欄には、
更正の請求に係る輸入（納税）申告書に記載されている申告者（輸入者）
の住所及び氏名又は名称を記載する。 
（同左） 

「通関士記名・押印」欄には、「通関士○○○○」の記名（ゴム印でよい。）
のほか、税関に登録済の印鑑を押なつする。 

展示等申告書（運送申告書）（Ｃ－3340） 

＜一般的事項＞ 
（同左） 

＜申告書上段の記載事項＞ 
⑴ （同左）
⑵ 上部の○印内にＡ（原本）、Ｂ（管理者用）、Ｃ（展示等承認書用）、Ｄ
（運送承認用）及びＥ（発送地税関用）の区分によるＡからＥまでの記
号を記載する。
 「使用区分」欄には、申告物品の会場内における使用目的に応じ、該
当する項の番号を（ ）で囲む。この使用区分と関税法基本通達 62の２
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【別紙５－３】 

改正後 改正前 

－９（保税展示場に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができ
るもの）に規定されている保税展示場への搬入が認められる貨物等との
関係は、次のとおりとする。 
イ～ニ （省略）

「原産地」欄には、関税法施行令第４条の２第４項に規定する原産地
を記載する。 
「輸送方法」欄は、該当する番号を（ ）で囲む。 

 「蔵置場所（展示地区）番号」欄には、展示等承認後の貨物を展示又
は蔵置する場所又はその番号を記載する。 

「受理番号」欄には、申告の一連番号を記載する。（展示等の申告を
受理した場合には、原本(Ａ)、管理者用(Ｂ)、展示等承認書用(Ｃ)及び
運送承認用(Ｄ)に、保税運送の場合には、運送承認用(Ｄ)及び発送地税
関用(Ｅ)に記載する。） 

  「参加者住所氏名」欄には、国際博覧会等の参加者の本国の住所及び
氏名又は名称を記載する。 

  「代理人住所氏名」欄には、参加者に代わつて申告する通関業者の住
所及び名称並びに代表者の氏名を記載する。 
「通関士氏名」欄には、審査をした通関士の氏名を記載する。 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（省略） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（省略） 

＜展示等申告書（運送申告書）の事後整理＞ 
（省略） 

展示等承認貨物積戻し申告書（Ｃ－3410） 

＜一般的事項＞ 
（省略） 

＜申告書上段の記載要領＞ 
（省略） 
「通関士氏名」欄には、申告書の作成、審査を行つた通関士が記名（又は

ゴム印）する。 

－９（保税展示場に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができ
るもの）に規定されている保税展示場への搬入が認められる貨物等との
関係は、次のとおりとする。 
イ～ニ （同左）
「原産地」欄には、関税法施行令第４条の２第４項に規定する原産地

を記載する。 
「輸送方法」欄は、該当する番号を（ ）で囲む。 

 「蔵置場所（展示地区）番号」欄には、展示等承認後の貨物を展示又
は蔵置する場所又はその番号を記載する。 

「受理番号」欄には、申告の一連番号を記載する。（展示等の申告を
受理した場合には、原本(Ａ)、管理者用(Ｂ)、展示等承認書用(Ｃ)及び
運送承認用(Ｄ)に、保税運送の場合には、運送承認用(Ｄ)及び発送地税
関用(Ｅ)に記載する。） 

  「参加者住所氏名」欄には、国際博覧会等の参加者の本国の住所及び
氏名又は名称を記載する。 

  「代理人住所氏名」欄には、参加者に代わつて申告する通関業者の住
所及び名称並びに代表者の氏名を記載する。 

  「通関士氏名印」欄には、審査をした通関士の氏名を記載し、押印す
る。 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（同左） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（同左） 

＜展示等申告書（運送申告書）の事後整理＞ 
（同左） 

展示等承認貨物積戻し申告書（Ｃ－3410） 

＜一般的事項＞ 
（同左） 

＜申告書上段の記載要領＞ 
（同左） 
「通関士氏名印」欄には、申告書の作成、審査を行つた通関士が記名（又

はゴム印）押印する。 
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改正後 改正前 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（省略） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（省略） 

輸出申告書（Ｃ－5010） 

＜記入上の一般的事項＞ 
（省略） 

＜申告書上段の記載要領＞ 
（省略） 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（省略） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（省略） 
その他の欄の記載方法 
⑴ （省略）
⑵ 「通関士記名」の欄は、当該輸出申告書について審査を行った通関士

名を「通関士○○○○」と記載（又はゴム印）する。

輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用） 
（Ｃ－5020） 

Ⅰ 輸入申告書等記載要領の共通事項 
（省略） 

Ⅱ 輸入（納税）申告書の記載要領 
 （省略） 
＜申告書下段の記載要領＞ 

（省略） 
「通関士記名」欄には、「通関士〇〇〇〇」と記名する（ゴム印でもよ

い。）。 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（同左） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（同左） 

輸出申告書（Ｃ－5010） 

＜記入上の一般的事項＞ 
（同左） 

＜申告書上段の記載要領＞ 
（同左） 

＜申告書中段の記載要領＞ 
（同左） 

＜申告書下段の記載要領＞ 
（同左） 
その他の欄の記載方法 
⑴ （同左）
⑵ 「通関士記名押印」の欄は、当該輸出申告書について審査を行った通
関士名を「通関士○○○○」と記載（又はゴム印）し、同人の印鑑を押
なつする。

輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用） 
（Ｃ－5020） 

Ⅰ 輸入申告書等記載要領の共通事項 
（同左） 

Ⅱ 輸入（納税）申告書の記載要領 
 （同左） 
＜申告書下段の記載要領＞ 

（同左） 
「通関士記名押印」欄には、「通関士〇〇〇〇」の記名（ゴム印でもよ

い。）し、印鑑を押なつする。 
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Ⅲ その他輸入申告書等の記載要領等 
（省略） 

関税賦課決定請求書（Ｐ－8100） 

１．関税賦課決定請求書記載事項の共通事項 
 （省略） 
２．関税賦課決定請求書の記載要領  
（省略） 
「通関士記名」欄には、「通関士○○○○」と記名をする（ゴム印でもよ

い。）。 

Ⅲ その他輸入申告書等の記載要領等 
（同左） 

関税賦課決定請求書（Ｐ－8100） 

１．関税賦課決定請求書記載事項の共通事項 
 （同左） 
２．関税賦課決定請求書の記載要領  
（同左） 
「通関士記名・押印」欄には、「通関士○○○○」の記名（ゴム印でよ

い。）し、印鑑を押印する 




